
（平成２１年１２月１６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 18 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 10 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 14 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 9 件

年金記録確認京都地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



京都国民年金 事案 1474 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 52年７月から 53 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年４月から 51年６月まで 

             ② 昭和 52年７月から 53年３月まで 

    私は、結婚した際に、Ａ市Ｂ区役所で国民年金に加入し、区役所や郵

便局などで国民年金保険料を夫と一緒に納付してきたにもかかわらず、

夫との納付年数が異なっている。申立期間が未納となっていることに納

得できないので、改めて調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、９か月と短期間であるとともに、昭和 53年９月

６日に申立期間直前の 51 年７月から 52 年６月までの国民年金保険料を過

年度納付していることが、社会保険事務所が保管している領収済通知書に

より確認でき、当時、Ａ市では、国民年金に加入した場合、さかのぼって

納付可能な過年度分について納付書を作成し、納付勧奨を行っていたこと

が確認できることから、申立人は申立期間についても、この納付書により

保険料を納付したものとみても不自然ではない。 

   一方、申立期間①については、申立人は、その夫と一緒に国民年金に加

入し、国民年金保険料を納付してきたと主張しているが、保険料納付の前

提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 53 年 10 月に払い出され

ているのに対し、申立人の夫の同手帳記号番号は 47 年 10 月に払い出され

ていることが、社会保険事務所の保管している国民年金手帳記号番号払出

簿により確認でき、申立内容とは符合しない。 



   また、上記の申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点では、

申立期間は既に時効により国民年金保険料を納付できない期間であり、申

立期間の保険料を納付するには特例納付によることとなるが、さかのぼっ

て納付したとの主張は無い。 

   さらに、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、婚姻前の

氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年金手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 52 年７月から 53 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



京都国民年金 事案 1475 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 38年３月までの期間及び 40年１月から同年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れることから、納付記録を訂正することが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 38年３月まで 

             ② 昭和 40年１月から同年３月まで 

    私の国民年金は、昭和 36 年ごろ行政から通知がきたので、私自身か、

亡父かがＡ市役所で加入手続をした。国民年金保険料は、集金人が毎月

店に集金に来ていたので、母親の分と一緒に納付していた。申立期間の

保険料が未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、申立期間①及び②を除き、60歳になる

まで、国民年金加入期間について国民年金保険料をすべて納付しているこ

とが確認できる上、申立人と申立期間当時同居し、保険料を一緒に納付し

ていたとする申立人の母親は、昭和 35 年 11月に申立人と連番で国民年金

手帳記号番号が払い出されており、36年４月以降の保険料をすべて納付し

ていることが確認できる。 

   また、申立期間②は、３か月と短期間であるとともに、申立期間前後の

国民年金保険料は納付済みであり、申立人は申立期間前後に生活上の大き

な変化は無かったとしていることから、申立期間の保険料についても納付

されたものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



京都国民年金 事案 1476 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年 10月から 37年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。   

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

                    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 10月から 37年３月まで 

    私は、昭和 36 年 10 月に結婚のため、会社を退職した。結婚後、直ち

に夫が国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料も夫婦二人分を納付

してくれていた。申立期間が未納とされていることに納得がいかないの

で調査してほしい。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は６か月と短期間であるとともに、申立人は、昭和 37年４月以

降、60歳になるまで、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付して

いることが確認できることから、保険料納付意識は高かったものと考えら

れる。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 37年４月に払い出されて

いることが社会保険事務所の保管する同手帳記号番号払出簿により確認で

きることから、申立人は、このころに国民年金に加入したものと推認され、

申立期間の国民年金保険料については、現年度納付することが可能である

上、Ａ市において集金人による保険料収納制度が発足した同年９月当時は、

厚生省（当時）の通達に基づき、同市においても集金人による過年度保険

料を徴収することが可能とされていたことから、申立期間の保険料につい

ても納付したものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



京都国民年金 事案 1477 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和36年７月から37年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。   

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

             

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年７月から 37年３月まで 

    昭和 36年ごろ、国民年金に加入し、申立期間については、集金人に国

民年金保険料を納付していた。申立期間が未納となっていることは納得

できないので調査してほしい。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は、９か月と短期間であるとともに、申立人は、昭和 37年４月

以降、国民年金加入期間について、申立期間を除き、国民年金保険料をす

べて納付し、47年 11月から第３号被保険者となる 61年３月までは、付加

保険料も納付していることが確認できることから、保険料納付意識は高

かったものと考えられる。 

   また、申立人は、昭和 36 年７月 24 日付けで国民年金に任意加入してい

ることが確認でき、国民年金に任意加入しながら、国民年金保険料を納付

しないとは考えにくい上、申立人は、37 年４月から同年 10 月までの国民

年金保険料を同年 10 月 22 日に納付していることが、申立人の所持してい

る国民年金手帳から確認でき、当時、厚生省（当時）の通達に基づき、市

町村でも過年度保険料を収納することが可能とされていた時期であり、Ａ

市でも過年度保険料を納付するよう勧奨することが通例であったことから、

この納付に併せて、申立期間についても納付したものとみても不自然では

ない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



京都国民年金 事案 1478 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56年５月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：   

             

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年５月   

    私の年金記録のうち、昭和 56年度は国民年金保険料の免除期間となっ

ているが、私は、昭和 56年５月分の国民年金納付通知書兼領収証書を所

持しており、申立期間の保険料を納付していたと思うので、調査してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、納付したことを示す昭

和 56 年度国民年金保険料５月分の「国民年金納付通知書兼領収証書」（昭

和 56年５月７日付け銀行の領収印有り）を所持しており、Ａ県Ｂ郡Ｃ町（現

在は、同郡Ｄ町）が保管している「昭和 56年度国民年金保険料整理簿｣で

も、｢56.５.７｣の押印が確認できる。 

   また、上記の国民年金保険料整理簿では、申立期間について｢現金還付｣

の押印が有るが、Ｄ町が保管している申立人の国民年金被保険者名簿では、

昭和 56年度については、申請免除期間と記録されていることが確認できる。

しかしながら、申請免除は既に納付された期間を除くと定められているこ

とから、申立人が、いったん納付した保険料を還付処理した同町の事務処

理は、適切に行われていなかった可能性もうかがわれる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



京都国民年金 事案 1479 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年１月から同年３月までの期間及び 45 年１月から同年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 45年１月から同年３月まで 

    私は、親に勧められて国民年金に加入し、婚姻後は妻が３か月ごとに

集金人に国民年金保険料を納付していた。申立期間当時は、市役所の人

が集金に来ており、未納の月が有れば、次回の集金時に指摘されて納付

していたと思う。未納とされていることは納得できないので、調査して

ほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は、それぞれ３か月と短期間であるとともに、申立人は、昭和

39 年 10 月以降、国民年金加入期間について申立期間を除き、国民年金保

険料をすべて納付していることが確認できることから、保険料納付意識は

高かったものと考えられる。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付について、３か月ご

とに集金人が来ており、未納の月が有れば、次回の集金時に指摘されて納

付していたとしている上、申立人は、昭和 51年１月から同年３月までの期

間及び 52年１月から同年３月までの期間については、保険料を過年度納付

することにより未納期間の解消に努めていることを踏まえると、申立期間

の保険料についても納付したものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



京都国民年金 事案 1480 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39年 10月から 40年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 10月から 40年３月まで 

    私の国民年金については、父親が加入手続を行い国民年金保険料を納

付していたはずであり、私が所持している国民年金手帳にも申立期間の

保険料を納付したことを示す検認印が有る。未納となっているのは納得

がいかないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は、６か月と短期間であるとともに、申立人の国民年金手帳記

号番号は、昭和 39 年 12 月に払い出されていることが社会保険事務所が保

管している国民年金手帳記号番号払出簿により確認でき、このころに、申

立人の父親は申立人の国民年金の加入手続を行ったものと推認され、この

時点において、申立期間の国民年金保険料については、現年度納付するこ

とが可能である上、申立人が所持している国民年金手帳の昭和 39年度国民

年金印紙検認記録欄には、申立期間に係る保険料を納付したことを示す検

認印が有ることが確認できる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



京都国民年金 事案 1481  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和36年４月から38年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ：  昭和 36年４月から 38年３月まで   

    町内の組長に国民年金の加入を勧められたため、昭和 36 年４月ごろ、

区役所で加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を区役所の窓口や

集金人に納めていた。申立期間が未納とされていることに納得できない

ので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金制度発足後いち早く国民年金の加入手続を行い、昭

和 38年４月以降、国民年金加入期間について国民年金保険料をすべて納付

していることが確認できることから、申立人の保険料納付意識は高かった

ものと考えられる。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料を区役所又は集金人に納付

していたとしており、保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 36年９月に払い出されていることが社会保険事務所の保管す

る国民年金手帳記号番号払出簿により確認でき、申立人は、このころに国

民年金に加入したものと推認され、申立期間の保険料は現年度納付が可能

である上、当時、37年４月に発出された厚生省（当時）の通達により、38

年６月までは、市町村で過年度保険料の収納を行うことができるとされて

いた時期であり、Ａ市でも過年度保険料を納付するよう勧奨していたこと

が確認されており、申立人は、同年４月からの保険料を納付していること

が確認できることから、申立期間についてもこの納付に併せて納付したも



のとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間につい

て国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



京都厚生年金 事案 1317 

 

第１ 委員会の結論  

   申立人は、申立期間のうち、昭和 25年５月１日から 26 年２月８日まで

の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていることが認められ

ることから、申立人のＡ株式会社における資格取得日に係る記録を 25年５

月１日とし、同年５月から 26年１月までの標準報酬月額を、5,000円とす

ることが必要である。 

   なお、事業主は、昭和 25 年５月から 26 年１月までの厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年３月１日から 26年２月８日まで 

    私は、Ａ株式会社に途中退職することなく継続して勤務したのに、昭

和 25 年３月１日から 26 年２月８日までの厚生年金保険の加入期間が空

白となっている。申立期間について厚生年金保険の加入記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由   

   申立人は、社会保険事務所の記録では、Ａ株式会社において昭和 23 年

10月10日に厚生年金保険の資格を取得し、25年３月１日に資格を喪失後、

26年２月９日に同社において再度資格を取得しており、25年３月１日から

26年２月８日までの申立期間の被保険者記録が無い。 

   しかし、申立人が申立期間においてＡ株式会社に正社員として、業務内

容や勤務形態に変更が無く、継続して勤務していたことは、元役員及び申

立人の同僚の供述から認められる。 

   また、申立期間における社会保険事務所の当該事業所に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿をみると、昭和 25年３月１日に当該事業所の申立

人を含む被保険者全員 43 人が被保険者資格を喪失しているが、そのうち



38人が同年５月１日に再度資格を取得し、申立人を含む５人のうち他の４

人についてその後は再取得の記録が無く、申立人のみが 26年２月９日に再

取得していることから、当時事業主は申立人を含む全ての従業員について

一旦、25 年３月１日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失させ、その後、

申立人を除く従業員については、同年５月１日に再び被保険者資格を再取

得する手続を行ったことがうかがえる。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間のうち昭和 25 年５月１日

から 26年２月８日までの期間において、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたものと認められる。 

   また、申立期間のうち昭和 25 年５月から 26 年１月までの標準報酬月額

については、申立人の申立期間前後の社会保険事務所の記録及び当時の同

僚の標準報酬月額の記録から、5,000円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪

失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれ

を記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どお

りの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る昭和 25 年５月から 26 年１月までの保険料の納入の告知

を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

   一方、申立期間のうち、昭和 25 年３月１日から同年４月 30 日までの期

間については、申立人以外の多数の従業員についても厚生年金保険の加入

記録が空白となっている上、当該事業所の元役員及び複数の同僚の供述に

おいても厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情

は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間のうち昭和 25 年３月１日

から同年４月 30 日まで厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1318 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 20年４月１日から 21 年３月８日まで

の期間に係る船員保険料を事業主（Ａ会、以下同じ。）により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ会における資格取得日

に係る記録を 20 年４月１日、資格喪失日に係る記録を 21 年３月８日に訂

正し、当該期間の標準報酬月額を 20年４月から同年 12月までは 60円、21

年１月及び同年２月は 110円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の船員保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年３月 10日から 21 年 11月１日まで 

    私は、申立期間に、Ｂ株式会社所有のＣ丸とＤ丸に乗船していた。船

員保険料も給料から強制的に引かれていたと思う。 

    社会保険庁の記録では、昭和 21年２月までＥ株式会社に勤務していた

ことになっているが、乗船記録のとおり、20年４月にはＣ丸に乗ってい

たので、重複しているのはおかしい。調査して船員保険の年金をもらえ

るように記録を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ｂ株式会社が作成したとする「履歴カード」を所持しており、

「履歴カード」によると、昭和 20 年３月 10日に予備船員となり、同年４

月 17 日から同年９月 30 日までＣ丸に、同年 10 月１日から 21 年８月５日

までＤ丸に乗船している旨記載されており、両船の航路やＤ丸が沈没した

ことなどを具体的に記憶していることから、申立人は、申立期間のうち、

20年４月 17日からＤ丸が沈没した 21年＊月＊日まで、Ｃ丸及びＤ丸に乗

船していたことが推認できる。 

 



   また、「履歴カード」には、「Ａ会直乗」、「20 年４月 12 日徴用」と記載

されており、両船を保有していたＢ株式会社からは、申立人から提出され

た「履歴カード」は同社のものであるとの回答が有った上、申立期間当時、

両船はＡ会に管理されていた船舶であり、船員保険関係事務はＡ会が行っ

ていたと供述している。 

   さらに、予備船員（船舶に乗り組むために雇用されているが、船内で使

用されていない者）を船員保険の被保険者とする制度が、申立期間中の昭

和 20年４月１日から開始されている。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 20 年４月１日から 21 年３月８日までの期間、Ａ会における船員保険

の被保険者として、事業主により船員保険料を給与から控除されていたこ

とが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、Ｂ株式会社が作成した「履

歴カード」の記録から、昭和 20 年４月から同年 12 月までは 60 円、21 年

１月及び同年２月は 110円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る昭和 20年４月から 21 年２月までの保険料

を納付する義務を履行したか否かについては、仮に、事業主から申立人に

係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その被保険者資格の喪

失届も提出する機会が有ったこととなるが、いずれの機会においても社会

保険事務所が当該届出を記録しないとは考え難いことから、事業主から資

格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申

立人に係る当該期間の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   一方、申立期間のうち、昭和 20年３月 10日から同年同月 31日までの期

間については、申立人は予備船員であったことが確認できるが、予備船員

が船員保険の被保険者の対象となったのは同年４月１日以降であることか

ら、当該期間について船員保険の被保険者であったことを認めることはで

きない。 

   また、申立期間のうち、昭和 21 年３月９日から同年 11 月１日までの期

間については、申立人が乗船していたＤ丸は同年＊月＊日に沈没しており、

その後の乗船記録及び予備船員としての記録が無く、申立人の乗船を確認

できる供述等が得られないことから、当該期間について船員保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1319 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ支店における資

格取得日に係る記録を昭和 30 年５月 27 日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を１万 2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間 ： 昭和 30年５月 26日から同年６月１日まで 

    昭和 30 年５月 26 日付の人事発令により、Ａ株式会社Ｃ工場から同社

Ｂ工場に転勤し、転勤先のＢ工場では同年５月 26日から勤務しているが、

転勤前のＣ工場に係る厚生年金保険の被保険者資格喪失日が同年５月

27日で、転勤先のＢ工場での被保険者資格取得日が同年６月１日となっ

ているため、加入期間に１か月の空白が生じているが、確かにＡ株式会

社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の加入記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が昭和 30 年５月 26 日にＡ株式会社Ｃ工場から同社Ｂ工場に転勤

したとしている時期について、社会保険事務所の記録では、同社Ｃ工場に

おける厚生年金保険の資格喪失日は同年５月 27日と記録され、一方転勤先

の記録は、同社Ｂ支店において同年６月１日から厚生年金保険の被保険者

となっていることが確認でき、申立人の申立期間における記録が無い。 

   しかし、人事発令の記録、複数の同僚の供述及び雇用保険の記録により、

申立人がＡ株式会社に継続して勤務（昭和 30 年５月 27 日にＡ株式会社Ｃ

工場から同社Ｂ工場に異動）し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

 



により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所のＡ株式会

社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の昭和 30 年６月の記

録から、１万 2,000円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立てに係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



京都厚生年金 事案 1320 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法

第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならない標準賞与額と記

録されているが、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

申立人の株式会社Ａにおける平成 15 年 12 月 24 日、16 年７月９日及び同

年 12月 22日支給分の標準賞与額に係る記録を 78万 2,000円、72万 3,000

円及び 76万 2,000円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年 12月 24日 

             ② 平成 16年７月９日 

             ③ 平成 16年 12月 22日 

    申立期間①、②及び③において、株式会社Ａから標準賞与額の届出が

漏れていたため、同社の事務担当者が、平成 21 年９月 30 日に社会保険

事務所に健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出したが、保険

料を徴収する権利が時効によって消滅しているため、事業主は厚生年金

保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生年金の給

付には反映されないので、保険給付に反映されるよう当該標準賞与額に

係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保険の標準賞与額については、事

業主からの届出により、平成 15年 12月 24日、16 年７月９日及び同年 12



月 22 日支給分の標準賞与額に係る記録は、78 万 2,000 円、72 万 3,000 円

及び 76万 2,000円と記録されている。ただし、当該記録訂正は、政府が保

険料を徴収する権利は時効により消滅していることから、厚生年金保険法

第 75 条の規定により当該記録は年金額の計算の基礎となる標準賞与額に

はならないとしている。 

   しかし、株式会社Ａから提出を受けた賃金台帳（賞与支給一覧表）によ

れば、社会保険庁に記録されている標準賞与額、78万 2,000円、72 万 3,000

円及び76万2,000円に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、上記の賃金台帳（賞与

支給一覧表）において確認できる保険料控除額から、平成 15 年 12 月 24

日、16 年７月９日及び同年 12 月 22 日支給分の標準賞与額に係る記録を、

78万 2,000円、72万 3,000円及び 76万 2,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は履行していないことを認めており、当該保険料を徴収する権利が

時効により消滅した後の平成 21 年９月 30 日に申立てに係る賞与支払届を

提出したことが確認できることから、社会保険事務所は、申立人に係る保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



京都厚生年金 事案 1321 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法

第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならない標準賞与額と記

録されているが、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

申立人の株式会社Ａにおける平成 15 年 12 月 24 日、16 年７月９日及び同

年 12 月 22 日支給分の標準賞与額に係る記録を 29 万円、27 万 9,000 円及

び 29万 2,000円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 15年 12月 24日 

             ② 平成 16年７月９日 

             ③ 平成 16年 12月 22日 

    申立期間①、②及び③において、株式会社Ａから標準賞与額の届出が

漏れていたため、同社の事務担当者が、平成 21 年９月 30 日に社会保険

事務所に健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出したが、保険

料を徴収する権利が時効によって消滅しているため、事業主は厚生年金

保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生年金の給

付には反映されないので、保険給付に反映されるよう当該標準賞与額に

係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保険の標準賞与額については、事

業主からの届出により、平成 15年 12月 24日、16 年７月９日及び同年 12



月 22日支給分の標準賞与額に係る記録は、29万円、27万 9,000円及び 29

万 2,000 円と記録されている。ただし、当該記録訂正は、政府が保険料を

徴収する権利は時効により消滅していることから、厚生年金保険法第 75

条の規定により当該記録は年金額の計算の基礎となる標準賞与額にはなら

ないとしている。 

   しかし、株式会社Ａから提出を受けた賃金台帳（賞与支給一覧表）によ

れば、社会保険庁に記録されている標準賞与額、29万円、27万 9,000円及

び29万2,000円に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、上記の賃金台帳（賞与

支給一覧表）において確認できる保険料控除額から、平成 15 年 12 月 24

日、16 年７月９日及び同年 12 月 22 日支給分の標準賞与額に係る記録を、

29万円、27万 9,000円及び 29万 2,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は履行していないことを認めており、当該保険料を徴収する権利が

時効により消滅した後の平成 21 年９月 30 日に申立てに係る賞与支払届を

提出したことが確認できることから、社会保険事務所は、申立人に係る保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



京都厚生年金 事案 1322 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法

第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならない標準賞与額と記

録されているが、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

申立人の株式会社Ａにおける平成 15 年 12 月 24 日、16 年７月９日及び同

年 12月 22日支給分の標準賞与額に係る記録を 39万 3,000円、39万 1,000

円及び 39万 2,000円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 15年 12月 24日 

             ② 平成 16年７月９日 

             ③ 平成 16年 12月 22日 

    申立期間①、②及び③において、株式会社Ａから標準賞与額の届出が

漏れていたため、同社の事務担当者が、平成 21 年９月 30 日に社会保険

事務所に健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出したが、保険

料を徴収する権利が時効によって消滅しているため、事業主は厚生年金

保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生年金の給

付には反映されないので、保険給付に反映されるよう当該標準賞与額に

係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保険の標準賞与額については、事

業主からの届出により、平成 15年 12月 24日、16 年７月９日及び同年 12



月 22 日支給分の標準賞与額に係る記録は、39 万 3,000 円、39 万 1,000 円

及び 39万 2,000円と記録されている。ただし、当該記録訂正は、政府が保

険料を徴収する権利は時効により消滅していることから、厚生年金保険法

第 75 条の規定により当該記録は年金額の計算の基礎となる標準賞与額に

はならないとしている。 

   しかし、株式会社Ａから提出を受けた賃金台帳（賞与支給一覧表）によ

れば、社会保険庁に記録されている標準賞与額、39万 3,000円、39 万 1,000

円及び39万2,000円に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、上記の賃金台帳（賞与

支給一覧表）において確認できる保険料控除額から、平成 15 年 12 月 24

日、16 年７月９日及び同年 12 月 22 日支給分の標準賞与額に係る記録を、

39万 3,000円、39万 1,000円及び 39万 2,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は履行していないことを認めており、当該保険料を徴収する権利が

時効により消滅した後の平成 21 年９月 30 日に申立てに係る賞与支払届を

提出したことが確認できることから、社会保険事務所は、申立人に係る保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



京都厚生年金 事案 1323 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法

第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならない標準賞与額と記

録されているが、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

申立人の株式会社Ａにおける平成 15 年 12 月 24 日、16 年７月９日及び同

年 12月 22日支給分の標準賞与額に係る記録を 75万 6,000円、70万 1,000

円及び 50万 2,000円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 15年 12月 24日 

             ② 平成 16年７月９日 

             ③ 平成 16年 12月 22日 

    申立期間①、②及び③において、株式会社Ａから標準賞与額の届出が

漏れていたため、同社の事務担当者が、平成 21 年９月 30 日に社会保険

事務所に健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出したが、保険

料を徴収する権利が時効によって消滅しているため、事業主は厚生年金

保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生年金の給

付には反映されないので、保険給付に反映されるよう当該標準賞与額に

係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保険の標準賞与額については、事

業主からの届出により、平成 15年 12月 24日、16 年７月９日及び同年 12



月 22 日支給分の標準賞与額に係る記録は、75 万 6,000 円、70 万 1,000 円

及び 50万 2,000円と記録されている。ただし、当該記録訂正は、政府が保

険料を徴収する権利は時効により消滅していることから、厚生年金保険法

第 75 条の規定により当該記録は年金額の計算の基礎となる標準賞与額に

はならないとしている。 

   しかし、株式会社Ａから提出を受けた賃金台帳（賞与支給一覧表）によ

れば、社会保険庁に記録されている標準賞与額、75万 6,000円、70 万 1,000

円及び50万2,000円に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、上記の賃金台帳（賞与

支給一覧表）において確認できる保険料控除額から、平成 15 年 12 月 24

日、16 年７月９日及び同年 12 月 22 日支給分の標準賞与額に係る記録を、

75万 6,000円、70万 1,000円及び 50万 2,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は履行していないことを認めており、当該保険料を徴収する権利が

時効により消滅した後の平成 21 年９月 30 日に申立てに係る賞与支払届を

提出したことが確認できることから、社会保険事務所は、申立人に係る保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



京都厚生年金 事案 1324 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法

第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならない標準賞与額と記

録されているが、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

申立人の株式会社Ａにおける平成 15 年 12 月 24 日、16 年７月９日及び同

年 12 月 22 日支給分の標準賞与額に係る記録を 15 万円、17 万 3,000 円及

び 16万 1,000円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 15年 12月 24日 

             ② 平成 16年７月９日 

             ③ 平成 16年 12月 22日 

    申立期間①、②及び③において、株式会社Ａから標準賞与額の届出が

漏れていたため、同社の事務担当者が、平成 21 年９月 30 日に社会保険

事務所に健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出したが、保険

料を徴収する権利が時効によって消滅しているため、事業主は厚生年金

保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生年金の給

付には反映されないので、保険給付に反映されるよう当該標準賞与額に

係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保険の標準賞与額については、事

業主からの届出により、平成 15年 12月 24日、16 年７月９日及び同年 12



月 22日支給分の標準賞与額に係る記録は、15万円、17万 3,000円及び 16

万 1,000 円と記録されている。ただし、当該記録訂正は、政府が保険料を

徴収する権利は時効により消滅していることから、厚生年金保険法第 75

条の規定により当該記録は年金額の計算の基礎となる標準賞与額にはなら

ないとしている。 

   しかし、株式会社Ａから提出を受けた賃金台帳（賞与支給一覧表）によ

れば、社会保険庁に記録されている標準賞与額、15万円、17万 3,000円及

び16万1,000円に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、上記の賃金台帳（賞与

支給一覧表）において確認できる保険料控除額から、平成 15 年 12 月 24

日、16 年７月９日及び同年 12 月 22 日支給分の標準賞与額に係る記録を、

15万円、17万 3,000円及び 16万 1,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は履行していないことを認めており、当該保険料を徴収する権利が

時効により消滅した後の平成 21 年９月 30 日に申立てに係る賞与支払届を

提出したことが確認できることから、社会保険事務所は、申立人に係る保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



京都厚生年金 事案 1325 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法

第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならない標準賞与額と記

録されているが、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

申立人の株式会社Ａにおける平成 15 年 12 月 24 日、16 年７月９日及び同

年 12月 22日支給分の標準賞与額に係る記録を 21万 9,000円、20万 6,000

円及び 19万 6,000円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 15年 12月 24日 

             ② 平成 16年７月９日 

             ③ 平成 16年 12月 22日 

    申立期間①、②及び③において、株式会社Ａから標準賞与額の届出が

漏れていたため、同社の事務担当者が、平成 21 年９月 30 日に社会保険

事務所に健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出したが、保険

料を徴収する権利が時効によって消滅しているため、事業主は厚生年金

保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生年金の給

付には反映されないので、保険給付に反映されるよう当該標準賞与額に

係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保険の標準賞与額については、事

業主からの届出により、平成 15年 12月 24日、16 年７月９日及び同年 12



月 22 日支給分の標準賞与額に係る記録は、21 万 9,000 円、20 万 6,000 円

及び 19万 6,000円と記録されている。ただし、当該記録訂正は、政府が保

険料を徴収する権利は時効により消滅していることから、厚生年金保険法

第 75 条の規定により当該記録は年金額の計算の基礎となる標準賞与額に

はならないとしている。 

   しかし、株式会社Ａから提出を受けた賃金台帳（賞与支給一覧表）によ

れば、社会保険庁に記録されている標準賞与額、21万 9,000円、20 万 6,000

円及び19万6,000円に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、上記の賃金台帳（賞与

支給一覧表）において確認できる保険料控除額から、平成 15 年 12 月 24

日、16 年７月９日及び同年 12 月 22 日支給分の標準賞与額に係る記録を、

21万 9,000円、20万 6,000円及び 19万 6,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は履行していないことを認めており、当該保険料を徴収する権利が

時効により消滅した後の平成 21 年９月 30 日に申立てに係る賞与支払届を

提出したことが確認できることから、社会保険事務所は、申立人に係る保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



京都厚生年金 事案 1326  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法

第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならない標準賞与額と記

録されているが、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

申立人の株式会社Ａにおける平成 15 年 12 月 24 日、16 年７月９日及び同

年 12月 22日支給分の標準賞与額に係る記録を 30万 7,000円、29万 9,000

円及び 31万 3,000円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 平成 15年 12月 24日 

             ② 平成 16年７月９日 

             ③ 平成 16年 12月 22日 

    申立期間①、②及び③において、株式会社Ａから標準賞与額の届出が

漏れていたため、同社の事務担当者が、平成 21 年９月 30 日に社会保険

事務所に健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出したが、保険

料を徴収する権利が時効によって消滅しているため、事業主は厚生年金

保険料を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生年金の給

付には反映されないので、保険給付に反映されるよう当該標準賞与額に

係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保険の標準賞与額については、事

業主からの届出により、平成 15年 12月 24日、16 年７月９日及び同年 12



月 22 日支給分の標準賞与額に係る記録は、30 万 7,000 円、29 万 9,000 円

及び 31万 3,000円と記録されている。ただし、当該記録訂正は、政府が保

険料を徴収する権利は時効により消滅していることから、厚生年金保険法

第 75 条の規定により当該記録は年金額の計算の基礎となる標準賞与額に

はならないとしている。 

   しかし、株式会社Ａから提出を受けた賃金台帳（賞与支給一覧表）によ

れば、社会保険庁に記録されている標準賞与額、30万 7,000円、29 万 9,000

円及び31万3,000円に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、上記の賃金台帳（賞与

支給一覧表）において確認できる保険料控除額から、平成 15 年 12 月 24

日、16 年７月９日及び同年 12 月 22 日支給分の標準賞与額に係る記録を、

30万 7,000円、29万 9,000円及び 31万 3,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は履行していないことを認めており、当該保険料を徴収する権利が

時効により消滅した後の平成 21 年９月 30 日に申立てに係る賞与支払届を

提出したことが確認できることから、社会保険事務所は、申立人に係る保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



京都国民年金 事案 1482 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37年 12月から 45年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

   

第２  申立の要旨等 

  １  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨   

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 12月から 45年３月まで 

    私の国民年金は、結婚をした昭和 39年６月ごろ、夫が入籍手続や国民

健康保険の加入手続等のため市役所に行った際、加入手続を行い、集金

人に、私が会社を退職した 37 年 12 月にさかのぼって国民年金保険料を

納付してくれた。その後は、夫が、自身の保険料と一緒に納付してくれ

ていたので、私の分が未納となっていることは納得できないので調査し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、婚姻した昭和 39年６月ごろに、申立人の夫が、国民年金の加

入手続を行い、国民年金保険料は集金人に 37 年 12 月までさかのぼって納

付し、その後も自身の保険料と一緒に納付してくれたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿によ

り、昭和 46年３月に払い出されていることが確認できることから、申立人

は、このころに国民年金に加入したものと推認され、申立内容とは符合し

ない上、過年度保険料は国庫金となるため集金人に納付することはできな

いことから申立内容は不自然である。 

   また、申立人の夫又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人

について、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおら



ず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1483（事案 990の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年 10月から 55年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 43年 10月から 55年７月まで 

    前回の第三者委員会の結論が、①第三者委員会の事務室担当者による

情報秘匿行為は委員会の結論の効力を失わせるものであること、②申立

人が主張する身体的特徴を有するＡ市職員が在籍したことは申立ての信

ぴょう性を担保するものであること、③Ａ市職員による詐取であり、こ

の人物の調査・事情聴取を要求すること、④納付したのは昭和 55年７月

下旬で、これは特例納付期間を１か月経過しているが、納付期限を経過

したことが納付の事実を否定すべき根拠にはならないこと、⑤申立人は

Ａ市において被保険者として管理されていないから、主張は不自然であ

ると断言しているが、同市からパンフレットによる納付勧奨を受けたこ

とは事実であるので、同市を精査すべきであること、⑥関連資料が無い

ことも理由としているが、これは物的証拠を提示しない限り、納付の事

実を認めないと述べているのに等しいものであり、委員会設置の趣旨に

反することから、それぞれの点について所見を求め、再調査・再審査を

要求する。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   前回の申立てについては、ⅰ)申立人は、申立期間の国民年金保険料につ

いて、昭和 55 年か 56 年の７月ごろにＡ市役所年金係で特例納付したと主

張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、婚姻後の 60年４月にＢ

市で払い出されていることが確認でき、このころに国民年金に加入したも

のと推認され、同手帳記号番号が払い出されていない段階では、制度的に



も保険料納付はできなかったものと考えられること、ⅱ)Ａ市において、申

立人の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は無く、同市において国

民年金被保険者として管理されていなかったものと考えられること、ⅲ)

申立人が国民年金に加入したと推認される上記の時点では、申立期間は、

既に時効により国民年金保険料を納付できない期間であり、これを納付す

るには特例納付によることとなるが、特例納付が実施されていた時期では

ないことなどから、既に当委員会の決定に基づき、平成 21 年３月 12 日付

けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   今回、申立人は、①第三者委員会の事務室担当者による情報秘匿行為は

委員会の結論の効力を失わせるものであること、②申立人が主張するＡ市

職員が在籍したことは申立ての信ぴょう性を担保するものであること、③

Ａ市職員による詐取であり、この人物の調査・事情聴取を要求すること、

④納付期限を経過したことが納付の事実を否定すべき根拠にはならないこ

と、⑤申立人はＡ市からパンフレットによる納付勧奨を受けたことは事実

であるので、同市を精査すべきであること、⑥関連資料が無いことも理由

としているが、これは委員会の趣旨に反することなどとして、再申立てを

行っているが、再申立内容は、いずれも当委員会の当初の決定を変更すべ

き申立期間の国民年金保険料を納付したことをうかがわせる新たな資料・

事情とは認められず、そのほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新た

な事情も見当たらないことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認めることはできない。 



京都国民年金 事案 1484 

                     

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和59年８月から63年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 59年８月から 63年１月まで 

    私が国民年金保険料の納付記録を社会保険事務所に照会したところ、

申立期間については、任意加入の喪失届をしている記録が確認でき、加

入及び納付の事実が確認できなかったとの回答であった。私としては、

国民年金に任意加入して以来、欠かさず国民年金保険料を納付してきた

つもりであり、喪失届を提出した覚えもない。申立期間が未納であるこ

とには納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、国民年金保険料を納付してきており、任

意加入の資格喪失届を提出した覚えもないと主張している。 

   しかしながら、申立人は、昭和 57 年６月 17 日に任意で新規取得した国

民年金被保険者資格を 59 年８月 24 日付けで喪失していることがＡ市の国

民年金被保険者名簿から確認でき、これは申立人が所持している年金手帳

の記載とも一致している。 

   また、申立人は、その後、昭和 63年２月５日付けで任意の被保険者資格

を再取得していることが上記の被保険者名簿及び申立人の年金手帳からも

確認できるが、これ以前に国民年金に再加入した形跡は無く、申立期間は

未加入期間であり、このことはＡ市の国民年金被保険者名簿、国民年金被

保険者に関する電子記録「国民年金過去累計記録表示」及び社会保険庁の

オンライン記録とも一致していることから、申立人は申立期間の国民年金

保険料を納付することはできなかったものとみるのが相当である。 



   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人に

ついて、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、

別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1485 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59年７月から 60年 10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年７月から 60年 10月まで 

    申立期間の国民年金保険料は、夫婦二人分を口座振替で納付していた。 

    申請免除期間とされていることに納得できないので記録の訂正をして

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について国民年金保険料の免除申請手続は行ってお

らず、保険料を納付していたと主張している。 

   しかしながら、Ａ市が昭和 51年４月以降の国民年金保険料の納付状況等

を記録している国民年金収滞納リストにおいて、申立期間は免除期間とな

っており、これは社会保険庁のオンライン記録とも一致する。 

   また、申立人は、夫婦一緒に申立期間の国民年金保険料を口座振替によ

り納付していたとも主張しているが、上記の国民年金収滞納リストにおい

て、口座振替による納付が確認できるのは昭和 61年５月以降であり、申立

内容とは符合しない。 

   さらに、申立人夫婦が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人につい

て、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年金手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1486 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59年７月から 60年 10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 59年７月から 60年 10月まで 

    申立期間の国民年金保険料は、夫婦二人分を口座振替で納付していた。 

    申請免除期間とされていることに納得できないので記録の訂正をして

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由   

   申立人は、申立期間について国民年金保険料の免除申請手続は行ってお

らず、保険料を納付していたと主張している。 

   しかしながら、Ａ市が昭和 51年４月以降の国民年金保険料の納付状況等

を記録している国民年金収滞納リストにおいて、申立期間は免除期間とな

っており、これは社会保険庁のオンライン記録とも一致する。 

   また、申立人は、夫婦一緒に申立期間の国民年金保険料を口座振替によ

り納付していたとも主張しているが、上記の国民年金収滞納リストにおい

て、口座振替による納付が確認できるのは昭和 61年５月以降であり、申立

内容とは符合しない。 

   さらに、申立人夫婦が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人につい

て、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別

の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存

しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都厚生年金 事案 1327 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月 12日から 47年８月１日まで 

    私は、申立期間においてもＡ株式会社に勤務し、昭和 49年２月１日ま

で継続して勤務したが途中で社名が株式会社Ｂに変更されていたことも

知らなかった。社会保険事務所に照会したところ、厚生年金保険被保険

者記録が無いとの回答を受けたので、再調査の上、申立期間について厚

生年金保険の加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   元事業主及び複数の同僚の供述から申立人が申立期間においてＡ株式会

社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、元事業主に照会したところ、事業所が倒産したため関連資料は

保管しておらず、当時の経理担当者も既に亡くなり、申立人の勤務実態及

び厚生年金保険料を控除したかについては分からない旨の供述をしている。 

   また、元事業主及び複数の同僚は、当該事業所は昭和 43 年 12 月末ごろ

に倒産したものの事業は継続していたと供述している。 

   さらに、当該事業所に係る社会保険庁の記録では、昭和 44年１月１日に

厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、その後、元事業主の妻が

事業主であったとする関連会社である株式会社Ｂが厚生年金保険の適用事

業所となった 47 年８月１日に複数の同僚は同社において厚生年金保険の

被保険者の資格を取得しており、申立人も同日付で被保険者となっている。

この 44 年１月１日から 47 年８月１日までの間において、厚生年金保険に

加入している同僚は確認できない上、複数の同僚に照会しても、申立期間

 



において給与から厚生年金保険料が控除されていたことを確認できる供述

を得ることができない。 

   加えて、当時の経理担当者は、当該期間に国民年金に加入していること

が確認できる。 

   また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿においても

申立期間のうち、当該事業所が、厚生年金保険の適用事業所でなくなった

昭和 44年１月１日までの期間に申立人の氏名は記録されておらず、健康保

険の整理番号が連続しており、欠番も見られないため申立期間のうち同日

までの期間において申立人の加入記録が欠落したとは考え難い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1328 

 

第１ 委員会の結論  

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 63年４月 16日から同年 11月１日まで 

    私は株式会社Ａに昭和 63 年４月１日から平成元年８月 27 日まで勤務

していたが、社会保険庁の記録では、昭和 63 年４月 16 日から同年 11

月１日までの間の厚生年金保険の加入記録が無いので、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   労働局に照会したところ、昭和 63 年４月１日から平成元年８月 26 日ま

で、申立人が株式会社Ａで雇用保険の被保険者であった記録があり、上記

の期間において、申立人が同社で勤務していたことが推認できる。 

   しかし、社会保険事務所の株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿によると、申立人が同期入社だったとしている２人の従業員も、

申立人と同様に、昭和 63 年４月１日に資格取得後、同年４月 16 日に資格

喪失しており、その後再度資格取得している。 

   また、上記名簿によると、申立人が記憶する同僚のうち、複数の者が株

式会社Ａでの被保険者記録が確認できず、加えて、申立人より数年前に入

社したとしている者が、申立人より後に資格取得していることが確認でき

ることから、同社においては、厚生年金保険の加入手続を必ずしも全員に

ついて、また必ずしも勤務期間すべてについては行っていなかったことが

うかがえる。 

   さらに、商業・法人登記簿謄本によると、株式会社Ａは既に解散してい

るため、同社の元代表取締役に照会したところ、申立人及び申立人と同期



入社の２人の被保険者記録が欠落していることについては知らなかったと

し、その理由についても分からない旨供述しており、当時、社会保険手続

や給与計算は会計事務所に委託していたため詳細については分からないが、

現在はその所在地や連絡先等も不明であり、当該会計事務所からもらった

給料台帳も既に処分した旨の回答があり、当時の社会保険の資格取得及び

喪失の届出や厚生年金保険料の控除等については確認できない。 

   加えて、申立人及び複数の元同僚が、申立期間当時は給与明細書がもら

えなかったため、厚生年金保険料が控除されていたかについては分からな

いと述べている。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1329 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 昭和 48年８月１日から 49年９月１日まで 

             ② 昭和 49年 10月 26日から 52年４月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、

①昭和 48年８月から 49年９月までの 13か月間及び②49年 10月から 52

年４月までの 30か月間について未加入となっていることが分かった。こ

の間は株式会社Ａに正社員として勤務していた時期で、厚生年金保険が

未加入期間となっていることは考えられない。申立期間について厚生年

金保険の加入記録を訂正してほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由  

   株式会社Ａの元代表取締役及び同僚の供述により、申立人が、正確な期

間は特定できないものの、申立期間①及び②において当該事業所に勤務し

ていたことは推認できるが、上記の元代表取締役に照会したところ、当該

事業所は既に解散しており、資料も残っておらず、申立期間当時の記憶も

定かでない旨の回答があり、申立期間①及び②に係る事実を確認すること

ができない。 

   申立期間①について、社会保険庁の記録において、株式会社Ａが厚生年

金保険の適用事業所となったのは、昭和 49年９月１日からであり、それよ

り前に適用事業所となった記録は確認できず、申立人の資格取得年月日も

同日である上、申立期間当時の給与、社会保険事務の担当であった同僚は、

当該事業所の厚生年金保険の加入は、昭和 49 年９月１日付けで自分が手続

 



し加入したものであり、当該事業所においてそれより前に資格取得してい

た者はいない旨の供述をしており、社会保険庁の記録においても、同日よ

り前に当該事業所において厚生年金保険の被保険者資格を取得した者は確

認できない。 

   申立期間②について、上記の給与、社会保険事務の担当であった同僚は、

申立人の資格喪失時期についてははっきりした記憶はないが、喪失理由に

ついては、申立人の希望を聞いて代表取締役の了解のもと喪失の届出をし

たと思う旨の供述をしている。 

   また、複数の同僚に照会した結果においても、当該事業所における厚生

年金保険の加入記録が抜けている旨の回答をした者はおらず、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除について具体的な供述は得られな

かった。 

   さらに、社会保険事務所が保管する当該事業所に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿において、申立人の資格喪失年月日は昭和 49年 10月 26

日となっており、その後の改定記録は無く、社会保険庁のオンライン記録

と一致している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料、周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①及び②において、申立人が厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1330 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 26年４月８日から同年５月 31 日まで

の期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

   なお、申立期間のうち、昭和 26 年６月１日から 33 年４月１日までの期

間については、訂正の必要は無い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年４月８日から 33年４月１日まで 

    私は、Ａ株式会社に昭和 26 年４月８日から昭和 33 年３月末まで継続

して勤務していた。当時、同社は法人であったし、正職員として雇用さ

れていたので、申立期間に厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち昭和 26 年６月１日から 33 年４月１日までの期間につい

ては、社会保険事務所のＡ株式会社に係る厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立人と氏名が同じ読みで生年月日が２日違い（社会保険庁の記録

では同姓同名で生年月日が１日違い）の人物の加入記録が申立人の記録で

あるとして、既に平成 21年 10 月 27日付けで、社会保険庁の職権により申

立人の厚生年金保険加入記録として統合されている。 

   また、申立期間のうち昭和 26 年４月８日から同年５月 31 日までの期間

については、複数の同僚の供述により当該事業所に勤務していたことは推

認できるものの、申立人の正確な勤務期間等の勤務実態に関する情報を得

ることはできない。 

   さらに、当該事業所は昭和 45 年に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっており、当時の事業主も既に亡くなっているため、人事記録及び賃金



台帳等の資料を確認することはできない。 

   このほか、申立人が申立期間のうち昭和 26 年４月８日から同年５月 31

日までの期間について事業主により給与から厚生年金保険料を控除されて

いた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間のうち昭和 26 年４月８日

から同年５月 31日までの期間について、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1331 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年２月１日から同年 12月１日まで 

    私は、昭和 46 年２月１日から同年 12 月１日まで、Ａと名の付く会計

事務所、経理事務所あるいは税理事務所のいずれかに勤務していたが、

社会保険事務所に厚生年金保険の被保険者記録を確認したところ、申立

期間の被保険者記録が無い。申立期間について、厚生年金保険の被保険

者期間として訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁のオンライン記録では、Ａ会計事務所、Ａ経理事務所及びＡ

税理事務所について、Ｂ県内において厚生年金保険の適用事業所である記

録及び適用事業所であった記録は確認できない。 

   また、申立事業所の法人登記簿は無く、Ｃ税理士会及び日本公認会計士

協会Ｄ会に照会するも申立事業所及び事業主について確認できない上、申

立人も事業主についての記憶が無く、事業主への照会ができないため、申

立てに係る事実及び厚生年金保険の適用を確認できない。 

   さらに、申立人が記憶していた複数の元同僚は、申立事業所においては、

厚生年金保険には加入していなかった旨供述しており、そのうち一人は、

申立期間に国民年金に加入していることが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1332 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所  ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年１月１日から 53年 12月 31日まで 

    Ａ市に本店のあったＢ社のＣ支店に一人で勤務していた。Ａ市の本店

が厚生年金保険を適用されていたので、Ｃ支店も厚生年金保険に加入し

ていたと思う。調査の上、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に有限会社ＢのＡ市の本店は、厚生年金保険が適用

されていたので、申立人が勤務していた同社のＣ支店も厚生年金保険が適

用されていたと主張している。 

   しかしながら、申立人が申立期間当時勤務していたとする有限会社Ｂの

Ｃ支店は、社会保険事務所の記録において、厚生年金保険の適用事業所と

しての記録は無く、また、公共職業安定所の記録においても雇用保険の適

用事業所としての記録も無い。 

   さらに、閉鎖登記簿謄本から、申立期間当時、有限会社Ｂが存在したこ

とは確認できるが、同謄本に記載された代表取締役は既に死亡しており、

もう一人の役員は「Ｃ店は代表取締役が個人的に運営していた店であり、

ひとりの方が勤務していたことは承知しているが、有限会社Ｂとして直接

関与していない。また、申立人は知らない。」と回答している。 

   加えて、有限会社Ｂの本店に勤務していたとする元同僚は「当社にＣ支

店があったことは今回の照会で初めて知った。申立人は知らない。」と回答

しており、申立人の勤務の状況等について確認することができない。 

 



   また、申立人は、申立期間の昭和 51年１月から 53年 12月まで国民年金

に加入し、国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料、周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



京都厚生年金 事案 1333 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年６月１日から 31年６月１日まで 

    株式会社Ａに昭和 30 年６月に入社し、31 年 12 月 31 日に退職するま

で継続して勤務した。社会保険事務所に照会したところ、厚生年金保険

の資格取得日が同年６月１日となっていた。申立期間について、厚生年

金保険の被保険者期間として訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時の複数の元同僚の回答から、期間の特定はできないものの、

申立人が申立期間に株式会社Ａにおいて陶芸作家の弟子として就業してい

たことは推認できるが、当該事業所は、登記簿の記録によると昭和 33年８

月５日に解散しており、申立期間当時の事業主に照会しても、賃金台帳等

関連資料は保管されていないことから、申立期間における申立人の勤務実

態及び給与から厚生年金保険料が控除されていた事実を確認することがで

きない。 

   また、当時の事業主は、申立人は当該事業所に勤務していた陶芸作家の

弟子であり、定まった給与は無かったと回答しているほか、申立期間当時

の事務担当者は、申立人は入社から何か月かは上記の陶芸作家の弟子とし

ての取扱いとなっており、日付の特定はできないが、その後社員となった

と思う旨回答している。 

   さらに、社会保険事務所が保管する当該事業所に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿に記載されている複数の元同僚に照会したところ、申立

人と同様に陶芸作家の弟子として仕事に従事していた元同僚の厚生年金保



険被保険者資格取得日が、同人の記憶する入社日から１年程度後とされて

いることから、当時当該事業所においては、すべての従業員について入社

後ただちに厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえ

る。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1334  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年 10月１日から平成８年１月 30日まで 

    私は、昭和 38年８月から株式会社Ａに勤めておりましたが、平成９年

に倒産しました。社長は私の実兄で、私は取締役でした。最近になって、

私の年金受給額が少ないように思われたので、社会保険事務所で調べて

もらったところ、平成元年 10月から標準報酬月額が給与の半分になって

いました。その当時は、会社の業績も悪くなかったので、調査をしてほ

しい。当時の帳簿等は、事務所に残したまま退去しましたので残ってい

ません。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   元事業主及び複数の元同僚の供述から、申立人は、申立期間に株式会社

Ａに役員として勤務していたことが確認でき、社会保険事務所の記録では、

申立期間に係る標準報酬月額が、昭和 58 年 10 月から平成元年９月までは

41 万円、同年 10 月から２年９月までは 20 万円、同年 10 月から３年９月

までは 22 万円、同年 10 月から４年９月までは 26 万円、同年 10 月から５

年９月までは 32万円、同年 10月から資格喪失時までは 34万円とされてい

る。 

   一方、申立人は昭和 61年に昇給があったと供述しているが、株式会社Ａ

は平成 10年６月に破産しており、元事業主、当時関与していた税理士事務

所及び破産管財人のいずれにも当時の会計帳簿、人事記録等は残されてお

らず、申立人の給与支給額及び厚生年金保険料控除額を確認することはで



きない。 

   さらに、申立人は、平成元年９月まで標準報酬月額が 41万円であったも

のが、平成元年 10月から８年１月までの期間において 20万円から 34万円

に下がったことについて疑問があるとしているが、元事業主に照会したと

ころ、「期間ははっきりと覚えていないが、申立人が病気のため仕事ができ

ず、長期に療養をしていたため給与を下げた。」旨供述しており、複数の元

同僚も「期間ははっきりしないが、申立人が病気のため長期に療養してい

た。」旨を供述しており、社会保険事務所の健康保険の給付記録照会におい

ても平成元年 12月に療養費の給付記録が確認できる。 

   加えて、当時の役員及び複数の同僚の標準報酬に係る社会保険庁の被保

険者記録を見ても、標準報酬月額の記録がさかのぼって訂正された形跡は

認められない。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事実は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1335 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年３月１日から 30年 12月９日まで 

    昭和 27年８月にＡ株式会社に入社した。その後同社は、Ｂ株式会社に

社名を変更したが、私は引き続きＢ株式会社に勤務し、30 年 12 月に退

職した。社会保険庁の記録では、申立期間が厚生年金保険未加入期間と

なっているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時の上司及び同僚の供述により、申立人が申立期間において

期間は特定できないが、Ｂ株式会社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、社会保険庁の記録によると、Ａ株式会社は昭和 29年３月

１日に適用事業所に該当しなくなっており、別会社として設立されている

Ｂ株式会社は、申立期間に厚生年金保険の適用事業所であった事実を確認

することはできない。 

   また、申立人の上司及び同僚についても、申立人と同様、Ａ株式会社が

適用事業所に該当しなくなった昭和 29 年３月１日に厚生年金保険被保険

者資格を喪失しており、同日以降、Ｂ株式会社において引き続き被保険者

資格を取得している者はみられない。 

   さらに、Ｂ株式会社は既に解散しており、申立期間当時の事業主の所在

は不明であることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を給与か

ら控除されていた事実を確認することができる資料及び供述を得ることは

できない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険の適用について確認

 



できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


